
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉に固定される錠箱と、錠箱内で水平に移動可能に案内され、先端が錠箱から突出する方
向に付勢されたデッドボルトを兼ねるラッチボルトと、戻しばねを備え、錠箱内で水平に
移動可能に案内されると共に、外部操作部材でカムを介して作動されるスライダと、

錠箱に基端が枢着され、先端をラッチボルト に係合
させたリトラクタと、リトラクタに基端が枢着され、 先端をスラ
イダ 合させる クラッチレバーと、クラッチレ
バーをスライダと係合させない方向に付勢する制御ばねと、錠箱内に

、一端を 他端をクラッチレバーに対向させた作動レバー
とを有し、
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この
スライダと一部重合する態様で の後部

解錠時水平な角度位置で
に係 と共に、先端に山形のカム部を形成した

配設され、プランジ
ャと、プランジャを吸引する永久磁石と、その永久磁石の磁束を制御する電磁コイルとで
構成された電磁アクチュエータと、上記プランジャを突出させる方向に付勢する作動ばね
と プランジャの先端に連係させ、

解錠時、電磁アクチュエータの電磁コイルを作動させてプランジャを永久磁石
から解放し、作動ばねの弾力により、作動レバーの他端を介して、クラッチレバーを水平
な角度位置になるように押動し、以てその先端をスライダに係合させ、外部操作部材を回
してスライダを水平方向、錠箱内方に移動させたとき、クラッチレバーを介してリトラク
タの先端を水平方向の内方に移動させてラッチボルトを錠箱内に引込ませ、その間水平な
角度位置にあるクラッチレバーと作動レバーの他端との係合を保ち、リトラクタの内方へ
の移動の終端付近においてクラッチレバーの先端の山形のカム部と作動レバーの他端との
間に生じる楔作用により、作動レバーの一端を介して、プランジャを電磁アクチュエータ



電気錠。
【請求項２】
前記スライダ、リトラクタ及びクラッチレバーをそれぞれ錠箱の幅方向に互に独立して作
動できるように対をなして設けると共に、室内側の外部操作部材をカムを介して一方のス
ライダに、また、室外側の外部操作部材を別のカムを介して他方のスライダに連係し、一
方のクラッチレバーを常に一方のスライダに係合させた状態を保持させるため、一方のク
ラッチレバーを一方のスライダに対する係合位置に拘束させる停止部材を錠箱に着脱可能
に設けたことを特徴とする請求 に記載の電気錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、施解錠を電気的に行う電気錠に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電気錠の一般的なものにおいて、デッドボルトを兼ねるラッチボルトを施錠位置に
拘束させるためには、例えば、電磁アクチュエータによって作動される係止レバーをラッ
チボルトの首部に係合させることによって行っている。
【０００３】
この施錠状態において、レバーハンドル等の外部操作部材を無理に回すと、カム、スライ
ダ並びにレバー等を介してラッチボルトが後方に押されるため、ラッチボルトの施解錠機
構である係止レバーや電磁アクチュエータに不要な力が作用することになる。
【０００４】
前記のような不要な力が長期に亘り繰返えし加えられると、施解錠機構にがたつきを発生
させ、また、その機構を破損させることにもなる、という不都合がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、前記の問題点を解決した新規な構造の電気錠を提案すること、消費電力を小
さくした電気錠を提案すること、並びに、施錠状態であっても室内側からはレバーハンド
ル等の外部操作部材の回動操作によって自動解錠できる電気錠を提案することを目的とし
ている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を解決するため、請求項１に記載の発明は、扉に固定される錠箱と、錠箱内で
水平に移動可能に案内され、先端が錠箱から突出する方向に付勢されたデッドボルトを兼
ねるラッチボルトと、戻しばねを備え、錠箱内で水平に移動可能に案内されると共に、外
部操作部材でカムを介して作動されるスライダと、このスライダと一部重合する態様で錠
箱に基端が枢着され、先端をラッチボルトの後部に係合させたリトラクタと、リトラクタ
に基端が枢着され、解錠時水平な角度位置で先端をスライダに係合させると共に、先端に
山形のカム部を形成したクラッチレバーと、クラッチレバーをスライダと係合させない方
向に付勢する制御ばねと、錠箱内に配設され、プランジャと、プランジャを吸引する永久
磁石と、その永久磁石の磁束を制御する電磁コイルとで構成された電磁アクチュエータと
、上記プランジャを突出させる方向に付勢する作動ばねと、一端をプランジャの先端に連
係させ、他端をクラッチレバーに対向させた作動レバーとを有し、解錠時、電磁アクチュ
エータの電磁コイルを作動させてプランジャを永久磁石から解放し、作動ばねの弾力によ
り、作動レバーの他端を介して、クラッチレバーを水平な角度位置になるように押動し、
以てその先端をスライダに係合させ、外部操作部材を回してスライダを水平方向、錠箱内
方に移動させたとき、クラッチレバーを介してリトラクタの先端を水平方向の内方に移動
させてラッチボルトを錠箱内に引込ませ、その間水平な角度位置にあるクラッチレバーと
作動レバーの他端との係合を保ち、リトラクタの内方への移動の終端付近においてクラッ
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内に押込み、以てプランジャを永久磁石に吸着させて電磁アクチュエータを安定的に施錠
状態に設定するようにしたことを特徴とする

項１



チレバーの先端の山形のカム部と作動レバーの他端との間に生じる楔作用により、作動レ
バーの一端を介して、プランジャを電磁アクチュエータ内に押込み、以てプランジャを永
久磁石に吸着させて電磁アクチュエータを安定的に施錠状態に設定するようにしたことを
特徴とする。
【０００７】
また、この発明の請求項２に記載の電気錠は、請求項１に記載の電気錠において、前記ス
ライダ、リトラクタ及びクラッチレバーをそれぞれ錠箱の幅方向に互に独立して作動でき
るように対をなして設けると共に、室内側の外部操作部材をカムを介して一方のスライダ
に、また、室外側の外部操作部材を別のカムを介して他方のスライダに連係し、一方のク
ラッチレバーを常に一方のスライダに係合させた状態を保持させるため、一方のクラッチ
レバーを一方のスライダに対する係合位置に拘束させる停止部材を錠箱に着脱可能に設け
たことを特徴とする。
【０００８】
【作用】
この発明の第１実施例を示す図１において、デッドボルトを兼ねるラッチボルト２は、ラ
ッチばね２１で付勢されて突出されてあり、施錠状態にある。この状態では、室内側又は
室外側の外部操作部材（図示しない）を手で回して操作すると、スライダ３はカム４を介
して戻しばね３１に抗して後方へ変位するが、そのスライダ３とリトラクタ５との間は非
接続状態にあるため、すなわち、リトラクタ５上のクラッチレバー６がスライダ３に対し
非係合状態にあるため、スライダ３の後方への変位はリトラクタ５並びにラッチボルト２
とは関係のない空動きに過ぎないことになる。
【０００９】
図１に示す電気錠を解錠するためには、例えば、磁気カードを別に装備された磁気カード
リーダーに差し込むことにより、電磁アクチュエータ７に通電してプランジャ７１を突出
又は没入方向へ変位させ、作動レバー８を図１で左回りに揺動させる。
【００１０】
作動レバー８がクラッチレバー６を制御ばね６２に抗して図３で右回りに押動させている
間に、換言すれば、作動レバー８がクラッチレバー６をスライダ３に係合させている間に
、室内側又は室外側の外部操作部材（図示しない）を回動操作すると、図４に示すように
、カム４を介して後方へ変位するスライダ３がクラッチレバー６によって接続（連結）さ
れたリトラクタ５を右回りに揺動させることになる。
【００１１】
前記のようにリトラクタ５が揺動すると、その先端でラッチボルト２をラッチばね２１に
抗して引き込ませるので、扉１０は外部操作部材の押し引きにより開閉できることになる
。
【００１２】
図示例の電磁アクチュエータ７は、図２に明示するように、施錠時にプランジャ７１が永
久磁石７２に吸着されており、電磁コイル７３に一時的に通電されると、電磁コイル７３
が永久磁石７２の磁束を打消すように作用して、永久磁石７３の磁気吸引力が十分弱めら
れる。
【００１３】
そこで、永久磁石７２に対するプランジャ７１の吸着が解かれ、プランジャ７１は作動ば
ね７５の付勢により突出し、上記したように作動レバー８を揺動させる。
【００１４】
プランジャ７１の原位置（図１又は図２に図示した位置）への復動は、スライダ３が外部
操作部材により図３の位置から図４の位置に移動する間に、作動レバー８の他端がクラッ
チレバー６の山形のカム部６４で揺動案内されることにより、達成される。
【００１５】
すなわち、作動レバー８が作動ばね７５に抗して原位置に復帰し、プランジャ７１は永久
磁石７２に吸着される。
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【００１６】
なお、プランジャ７１を上述のように突出させるための電磁コイル７３への通電時間は数
ミリセカンド（ｍｓ）程度で十分であり、又、プランジャ７１の復動時には、電磁コイル
７３に通電する必要はない。
【００１７】
従って、図示例の電磁アクチュエータ７を用いたものでは、電気錠の消費電力を著しく減
少させることができる。
【００１８】
また、この発明の電気錠では、図示はしないが、極く一般的な電磁アクチュエータ、すな
わち、通電時にプランジャが没入方向へ変位する形式の電磁アクチュエータを用いること
ができる。
【００１９】
ただし、この形式の電磁アクチュエータでは前記のような消費電力の削減を計ることはで
きないが、施解錠作動については特に支障を来たすことはない。
【００２０】
図５及び図６に示す第２実施例においては、対をなして設けられるスライダ３、リトラク
タ５及びクラッチレバー６の２組の内、室内側に位置する一方の組について、その一方の
クラッチレバー６を錠箱１に着脱可能に設けた停止部材９により、一方のスライダ３に対
し係合する位置に例えば押し上げて拘束させてある。
【００２１】
室内側の外部操作部材を単に回動操作すれば、電磁アクチュエータ７に通電することなく
、一方の組のカム４、スライダ３、クラッチレバー６及びリトラクタ５を介してラッチボ
ルト２を図５の位置から図６の位置に引き込ませることができる。
【００２２】
言い換えると、第２実施例のものは、磁気カード等を用いることなく、また、電磁アクチ
ュエータ７とは無関係に、室内側の外部操作部材の操作だけで自動解錠されることになる
。
【００２３】
なお、この発明の電気錠において、室外側又は室内側の外部操作部材を手で握って回動し
た後（図４又は図６参照）、その外部操作部材から手を離せば、変位していた各部材はい
ずれも当初の位置（図１又は図５参照）に復帰することは言うまでもない。
【００２４】
【実施例】
以下図面に示すこの発明の実施例について説明する。
図１～図４は第１実施例を、図５及び図６は第２実施例をそれぞれ示す。
【００２５】
図１～図４の第１実施例において、１０は扉、２０は扉枠、３０は扉枠２０に固定された
ストライク、１は扉１０に固定される錠箱をそれぞれ示す。
【００２６】
前記の錠箱１内には適当な公知の案内手段で水平（前後方向）に移動できるように案内さ
れるデッドボルトを兼ねるラッチボルト２が設けてあり、そのラッチボルト２は先端のラ
ッチヘッドが錠箱１のフロント板１１から突出する方向に圧縮ばね等のラッチばね２１に
より付勢させてある。図示例のラッチボルト２はそのラッチヘッドの一側（図１の裏面側
）に斜面を有する。
【００２７】
錠箱１内における前記のラッチボルト２と平行をなす位置には、互に摺動可能に嵌め合さ
れた２本の摺動杆からなる一対の案内手段３２その他任意の案内手段により水平（前後方
向）に移動可能に案内されるスライダ３が設けてある。
【００２８】
スライダ３は、前記の案内手段３２を兼ねる取付杆に嵌挿された圧縮ばねその他任意の戻
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しばね３１により、フロント板１１に向け付勢させてある。
【００２９】
そして、このスライダ３は、レバーハンドル等の外部操作部材（図示しない）で、カム４
を介して後方に向け作動されるようにしてあり、外部操作部材から手を離せば戻しばね３
１の付勢力により前方位置に復帰する。
【００３０】
符号４１は室内側及び／又は室外側の外部操作部材とカム４とを連結させる角軸である。
【００３１】
錠箱１の側板に基端を横軸５１で枢着された側面がく字状をなすリトラクタ５は、解錠時
のスライダ３の後方への作動を後述のクラッチレバー６を介して選択的にラッチボルト２
に伝達するために設けられたもので、その先端は例えばラッチボルト２の後部にフランジ
状に固設した衝合片２２に衝接係合させてある。
【００３２】
リトラクタ５の先端をラッチボルト２の後部に当接させるため、図示例においては、リト
ラクタ５の基端部に設けたねじりばね５２によって、該リトラクタ５を図１で右回りに付
勢させてあるが、両部材２、５の係合は他の手段によっても行い得る。
【００３３】
他の係合手段としては、図示はしないが、リトラクタ５の先端をラッチボルト２の後部に
設けた係合凹部に可動に嵌挿させたものを挙げることができる。
【００３４】
上記のスライダ３とリトラクタ５とを図１の非接続状態又は図３の接続状態にするために
は、リトラクタ５の長さ方向の中間部に基端が横軸６１で枢着されたクラッチレバー６の
先端を、スライダ３の例えば下辺部に設けた切欠き３３に嵌め外して行なう。
【００３５】
前記のクラッチレバー６の横軸６１の回りには、クラッチレバー６をスライダ３と係合さ
せない方向に付勢させるねじりばね等の制御ばね６２が施されている。
【００３６】
符号６３はクラッチレバー６の先端に固定したピンその他の突片で、スライダ３の切欠き
３３に嵌め外しされるものである。
【００３７】
次に、前記のクラッチレバー６を変位させる機構について説明する。錠箱１内におけるス
ライダ３の近傍には、電磁アクチュエータ７が固定してある。
【００３８】
この電磁アクチュエータ７は、磁気カード又は磁石カードのカードリーダへの差込み、或
いは所謂テンキー入力盤と称される暗証符号入力盤に暗証符号を入力することにより解錠
信号が発生すると通電され、プランジャ７１が突出作動又は没入作動するもので、プラン
ジャ７１の通電時の動作に伴ってそのプランジャ７１に連係させた作動レバー８を揺動さ
せる。
【００３９】
中間部が錠箱１の側板に横軸８１で枢着された作動レバー８は、その一端を電磁アクチュ
エータ７のプランジャ７１にピンと長孔との組などの連係手段で可動に連結してあり、ま
た、他端に固定したピンその他の係合突片８２をクラッチレバー６に当接させるようにし
て対向させてあり、前記の電磁アクチュエータ７の動作に伴って、クラッチレバー６の先
端をスライダ３に対し選択的に係合させる。
【００４０】
電磁アクチュエータ７の例としては、電磁コイルへの通電時にプランジャが吸着により没
入方向（引込み方向）に変位する形式の極く一般的なもの、あるいは永久磁石と電磁コイ
ルとを組み合せて通電時磁束の減少を計ってプランジャを突出方向に変位させる形式のや
ゝ特殊なもの（例えば、特公平２－５７６３７号公報を参照）を挙げることができるが、
この発明の第１実施例及び第２実施例ではいずれも後者の電磁アクチュエータを採用して
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いる。
【００４１】
実施例の電磁アクチュエータ７は、図２に明示するように、プランジャ７１の軸線方向に
着磁され、そのプランジャ７１を吸引する永久磁石７２と、その永久磁石７２に連設され
、永久磁石７２の磁石を制御する電磁コイル７３とで構成されている。図２の符号７４は
、プランジャ７１が挿通される空間部と外部とを通じる連通孔を示す。
【００４２】
また、電磁アクチュエータ７のプランジャ７１における外端部には、そのプランジャ７１
を突出させる方向に付勢させる圧縮ばねその他任意の作動ばね７５を設ける。
【００４３】
この作動ばね７５の装着位置は、プランジャ７１に限るものではなく、それに連係させた
作動レバー８としてもよい。
【００４４】
図示はしないが、作動レバー８に作動ばね７５を装着する場合は、作動レバー８の横軸８
１部分に捩りばねを施すとよい。
【００４５】
前記のプランジャ７１を作動ばね７５の付勢により、一旦突出させた後、そのプランジャ
７１を原位置に復帰させるために、クラッチレバー６の先端部には山形のカム部６４を形
成する。
【００４６】
このカム部６４は、図４に示すように、ラッチボルト２の引き込み作動時（但し、この際
電磁コイル７３への通電はその必要が無い）、作動レバー８の他端を誘導案内し、その作
動レバー８を前記のプランジャ７１と共に施錠時の位置に復帰させるものである。
【００４７】
次に、図５及び図６に示すこの発明の第２実施例について説明する。第２実施例と第１実
施例ににおいて、同じ符号で指し示す部材は互に等効の作用を呈するものであるから、こ
こでは第１実施例と異なる部分についてのみ説明する。
【００４８】
この実施例においては、スライダ３、リトラクタ５及びクラッチレバー６の組を錠箱１の
幅方向（扉の自由側端縁方向から見た幅方向で、客観的には錠箱の厚さ方向）で対をなす
ようにして設ける。言い換えると、スライダ３、リトラクタ５及びクラッチレバー６の組
を錠箱１の幅方向に並設させて２組設ける。
【００４９】
そして、室内側の外部操作部材（図示しない）をカム４を介して一方のスライダ３に、ま
た、室外側の外部操作部材（図示しない）を別のカム４を介して他方のスライダ３に連係
させる。
【００５０】
言い換えると、室内側及び室外側の外部操作部材は、互に独立して作動できるように各別
のカム４、４に各別に設けた角軸４１、４１でそれぞれ連結するようにする。
【００５１】
更に、室内側の外部操作部材が関連する一方のクラッチレバー６を常に一方のスライダ３
に係合させた状態を保持させるため、一方のクラッチレバー６を一方のスライダ３に対す
る係合位置に拘束させる停止部材９を錠箱１に着脱可能に設ける。
【００５２】
必要に応じて設けられる停止部材９は、図示例のように、ねじ杆で作り、必要な時のみ錠
箱１に予め形成した雌ねじ孔１２にねじ込むようにするとよい。
【００５３】
以上に述べた電気錠においては、本発明に係る施解錠機構に対し公知の施解錠機構を併設
することもできる。別の施解錠機構は、図示はしないが、例えば、図１で錠箱１の上方部
分に設けられ、その一部をなす係止レバーがラッチボルト２の後方の突片２３に関連する
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ようにする。
【００５４】
この別の施解錠機構は、純機械的なものとして、室外側からはシリンダ錠に差し込まれる
鍵で操作できるようにし、また、室内側からはサムターンで操作できるようにしておけば
、電気系統に故障があっても、電磁アクチュエータ７を作動させることなく、手動で施解
錠できることになり、安全性を高める上で好ましい。
【００５５】
なお、上記の各外部操作部材は、それぞれの角軸４１等を介して錠箱１の側板並びに扉に
固定させた座板に対し支承させてあり、このことは一般の外部操作部材の構成に準ずる。
【００５６】
【発明の効果】
以上に説明したこの発明の電気錠によれば、施錠時室外の人が外部操作部材をむやみに回
しても、クラッチレバーがスライダに係合していないので、スライダは単に空動きするだ
けに留まり、解錠させるための中間部材であるクラッチレバーやリトラクタ等に無理な力
が掛ることもなく、それら中間部材についてがたつきの発生や損傷を防止できる効果を奏
する。
【００５７】
また、電磁アクチュエータとして永久磁石と電磁コイルを並設させたものは、消費電力を
著しく減少させることができ、電源として電池の使用を可能にするから、扉枠から扉を経
て錠に至るまでの面倒な配線工事を除去できる利点がある。
【００５８】
更に、この発明の電気錠は、磁気カードや鍵を用いない自動施錠ができるばかりでなく、
施錠状態において室内側から外部操作部材の回動操作のみによって自動解錠ができるよう
にすることのできるなど、多々の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の電気錠の第１実施例において、その施錠状態を示す要部の部分縦断側
面図。
【図２】第１実施例において使用された電磁アクチュエータの拡大縦断側面図。
【図３】第１実施例の解錠状態を示す要部の部分縦断側面図。
【図４】解錠後外部操作部材を回した状態を示すその部分縦断側面図。
【図５】この発明の電気錠の第２実施例において、その施錠状態を示す要部の部分縦断側
面図。
【図６】第２実施例において解錠後外部操作部材を回した状態を示すその部分縦断側面図
。
【符号の説明】
１０　扉
１　錠箱
２　デッドボルトを兼ねたラッチボルト
３　スライダ
３１　戻しばね
４　カム
５　リトラクタ
６　クラッチレバー
６２　制御ばね
６４　カム部
７　電磁アクチュエータ
７１　プランジャ
７５　作動ばね
８　作動レバー
９　停止部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(8) JP 3602870 B2 2004.12.15



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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